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別 紙 

 

導入促進基本計画 

 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

  秋田県の人口は約９９万人で、そのうち県都である秋田市には約３１万人の人

口が集中しており、平成２９年１０月１日現在の年齢３区分別人口割合は、年少

人口が１１．０％、生産年齢人口が５８．７％、老年人口が３０．２％となって

いる。 

秋田市の産業構造は、卸売業，小売業の割合が２４．１％と最も高く、以下宿

泊業，飲食サービス業が１５．１％、生活関連サービス業，娯楽業が１３．７％、

建設業が１２．２％と続き、製造業は５．０％となっている。 

秋田市を管轄するハローワーク秋田管内の平成３０年３月の有効求人倍率は

１．４１で、求職者の減少と求人の増加が長く続き、大多数の職種・業種別で人

手不足が続く中、特に保安・警備が５．４８、サービスが３．８５、建築関係技

術者が３．３２と高い数値を示している。 

秋田市が行った調査によると、現在、市内中小企業が抱えている経営上の問題

点として、従業員の確保難や同業他社との競争激化、設備の老朽化が上位を占め

ている。人口減少や高齢化が進む秋田市では、今後も継続的な人手不足が懸念さ

れるほか、同業他社との競争も厳しさを増していくことが予想される。 

そのような状況においても、秋田市の中小企業が売上を伸ばしていくためには、

あらゆる業種・職種において先端設備等の導入による人手不足の解消と生産性の

向上が不可欠となっている。 

 

（２）目標 

中小企業等経営強化法第４９条第１項の規定に基づく導入促進基本計画を策

定し、中小企業者の先端設備等の導入を促すことで、人手不足の解消や生産性の

向上による地域産業の競争力強化を図り、秋田市経済の活性化を目指す。これを

実現するため、計画期間中に７５件程度の先端設備等導入計画の認定を目標とす

る。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に

関する基本方針に定めるものをいう。）が年平均３％以上向上することを目標と

する。 

 

２ 先端設備等の種類 
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  秋田市の産業は多岐にわたっており、多様な業種が市の経済・雇用を支えている

が、大多数の業種において人手不足が続いており、広く生産性の向上を図る必要が

あることから、導入促進基本計画において定める先端設備等の種類については、中

小企業等経営強化法施行規則第７条第１項で規定する先端設備等の全てとする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

   秋田市では、特定の産業が集積している工業団地等が存在するものの、大部分

の業種は市内全域に立地し、大多数の業種において人手不足が続いており、市内

全域で生産性の向上を図る必要があることから、全ての地域を対象とする。 

 

（２）対象業種・事業 

   秋田市の産業は多岐にわたっており、多様な業種が市の経済・雇用を支えてい

るが、大多数の業種において人手不足が続いており、広く生産性の向上を図る必

要があることから、全ての業種を対象とする。また、事業については、革新的な

サービス開発や生産プロセスの改善、新たなソフトウェアの導入による業務効率

化など、企業によって様々な取組の方法が考えられる。したがって、本計画にお

いては、労働生産性の３％以上向上に資すると見込まれる事業であれば、幅広い

事業を対象とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

国が同意した日から５年間とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

   ３年間、４年間又は５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

（１）雇用の安定のため、人員削減を目的とした取組については先端設備等導入計画

の認定の対象としない。 

（２）健全な地域経済の発展のため、公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関

係が認められるものについては先端設備等導入計画の認定の対象としない。 

（３）納税の公平性のため、市税を滞納している者については先端設備等導入計画の

認定の対象としない。 

 

（備考） 

  用紙の大きさは日本工業規格Ａ４とする。  


